
　

７
月
２
日
㈪
か
ら
住
民
票
の
交
付
等
の

業
務
を
開
始
し
ま
す
。

▼ 

並
木
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
窓
口
グ
ル

ー
プ
☎
２
９
９
８
‐
１
１
１
７

▼ 

市
民
課
小
手
指
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

（
小
手
指
公
民
館
分
館
）
☎
２
９
４
８

‐
１
２
０
１

問
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課

　

☎
２
９
９
８
‐
９
０
８
３

　

電
気
設
備
工
事
の
た
め
施
設
の
貸
し
出

し
が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
理
解
・
ご
協
力
を

お
知ら
せ

証
明
書
等
発
行
サ
ー
ビ
ス
窓
口
を
新
設

所
沢
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
の
休
館

お
願
い
し
ま
す
。

休
館
期
間　

11
月
16
日
㈮
〜
30
日
㈮

　

工
事
期
間
中
も
、
窓
口
・
電
話
等
の
受

付
は
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

電 

話
・
窓
口
受
付　

▼
月
〜
土
曜
日
…
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
10
時
▼
日
曜
日
・

祝
休
日
…
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

◎
11
月
26
日
㈪
は
第
４
月
曜
日
の
た
め
通

常
は
休
館
で
す
が
、
受
付
業
務
を
臨
時
で

行
い
ま
す
。
な
お
30
日
㈮
は
受
付
業
務
も

休
み
に
な
り
ま
す
。

問
所
沢
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ

　

☎
２
９
９
５
‐
１
３
０
１

　

対
象
者
に
は
、
健
康
診
査

票
等
を
郵
送
し
ま
す
。
事
前

予
約
の
う
え
、
実
施
医
療
機

関
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

保
健
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健

課
☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
１

　

所
沢
市
の
住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

が
所
沢
市
を
転
出
す
る
場
合
、
転
入
先
で

も
現
在
の
住
基
カ
ー
ド
を
継
続
し
て
利
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
中
に
電
子
証
明
書

を
搭
載
し
て
い
る
場
合
、
電
子
証
明
書
は

失
効
し
ま
す
。

問
市
民
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
８
７

　

農
業
振
興
・
農
業
理
解
に
つ
な
が
る
取

７
月
か
ら
10
か
月
児
健
康
診
査
（
個

別
健
診
）
を
開
始

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
継
続
利
用

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

地
域
農
業
振
興
事
業
費
補
助
金
を
交
付

り
組
み
に
補
助
し
ま
す
。

対 

象
事
業　

農
業
体
験
、
地
域
作
物
の
宣

伝
・
販
売
、
そ
の
他
農
業
振
興
に
つ
な

が
る
事
業
（
教
育
フ
ァ
ー
ム
活
動
・
食

育
活
動
）
な
ど

対 

象
団
体　

農
業
者
を
含

む
３
人
以
上
の
団
体

補 

助
金
額　

事
業
費
の
２

分
の
１
以
内
で
５
万
円

を
限
度

◎
申
請
方
法
等
の
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申 

問
市
役
所
２
階
農
業
振
興
課

　

☎
２
９
９
８
‐
９
１
５
８
へ
直
接

　

「
埼
玉
県
高
齢
者
と
地
域

の
つ
な
が
り
再
生
事
業
費
補

助
金
」
を
活
用
し
、
高
齢
者

の
孤
立
化
を
防
ぎ
、
地
域
と

つ
な
が
り
を
も
つ
た
め
の
交

流
の
場
（
地
域
サ
ロ
ン
）
を

整
備
し
運
営
す
る
団
体
に
補
助
し
ま
す
。

対
市
内
に
活
動
拠
点
の
あ
る
団
体

補 

助
費
用　

新
た
に
地
域
サ
ロ
ン
を
開
設

す
る
た
め
の
建
物
改
修
・
設
備
投
資
・

備
品
購
入
な
ど
の
初
年
度
費
用

◎
申
し
込
み
方
法
や
補
助
額
等
の
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申 

問
７
月
20
日
㈮
ま
で
に
市
役
所
１
階
高

齢
者
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
０

へ
直
接

実 

施
期
間　

７
月
15

日
㈰
〜
24
日
㈫

重 

点
目
標　

▼
自
転

車
の
安
全
利
用
の

推
進
▼
子
ど
も
と

高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止
▼
飲
酒
運
転
の
根
絶

問
交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
０

対 

交
通
遺
児
（
中
学
生
以
下
）
の
保
護
者

で
、
そ
の
遺
児
と
生
計
・
世
帯
を
と
も

に
す
る
市
内
在
住
の
方

手
当
額　

月
額
５
、
０
０
０
円

高
齢
者
の
交
流
の
場
（
地
域
サ
ロ
ン
）

の
整
備
に
補
助
金
を
交
付

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

交
通
遺
児
手
当
を
支
給

◎
交
通
遺
児
が
小
・
中
学
校
、
高
校
に
入

学
す
る
際
は
、
奨
学
金
を
支
給
し
ま
す
。

ま
た
、
㈶
交
通
遺
児
育
英
会
（
☎
０
３
‐

３
５
５
６
‐
０
７
７
３
）
で
は
、
奨
学
生

の
募
集
も
行
っ
て
い
ま
す
。

申 

問
市
役
所
２
階
交
通
安
全
課

　

☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
０
へ
直
接

対 

４
月
１
日
以
降
に
交
通
遺
児
等
と
な
っ

た
県
内
在
住
の
18
歳
以
下
の
方

給
付
額　

10
万
円（
１
事
故
に
つ
き
１
回
）

申 

請
期
限　

▼
平
成
24
年
10
月
支
給
分
…

24
年
８
月
31
日
▼
25
年
４
月
支
給
分
…

25
年
２
月
28
日

◎
申
請
方
法
等
の
詳
細
は
、
市
役
所
２
階

交
通
安
全
課
で
配
布
の
案
内
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
県
・
防
犯
・
交
通
安
全
課

　

☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
２
９
５
８

　

県
で
は
、
７
〜
８
月
の
２
カ
月
間
節
電

を
実
践
し
、
電
気
使
用
量
の
削
減
率
な
ど

を
競
う
家
庭
の
電
気
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
実
施

し
ま
す
。
上
位
の
家
庭
と
応
募
い
た
だ
い

た
方
（
抽
選
）
へ
賞
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
す
。

申 

問
市
役
所
５
階
環
境
総
務
課
☎
２
９
９

８
‐
９
１
３
３
で
配
布
の
応
募
用
紙
に

「
電
気
ご
使
用
量
の
お
知
ら
せ
」
を
貼

り
、
９
月
20
日
㈭
ま
で
に
県
・
温
暖
化

対
策
課
☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
３
０
３

８
へ
提
出

　

生
活
保
護
世
帯
に
葬
祭
を
行
う
業
者
の

登
録
を
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
限　

７
月
31
日
㈫

◎
登
録
条
件
等
の
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
生
活
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
０
１

発
売
期
間　

７
月
９
日
㈪
〜
27
日
㈮

問
㈶
埼
玉
県
市
町
村
振
興
協
会

　

☎
０
４
８
‐
８
２
２
‐
５
０
０
４

交
通
遺
児
援
護
金
を
給
付

家
庭
の
電
気
ダ
イ
エ
ッ
ト

葬
祭
業
者
の
登
録

平
成
24
年
度
市
町
村
振
興
宝
く
じ

（
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
お
よ
び

２
０
０
０
万
サ
マ
ー
）
を
発
売　

夜 間…７月２日㈪、31日㈫、
　８月１日㈬
　午後５時～８時
休日…７月29日㈰
　午前８時30分～午後５時
市 税の内訳　市・県民税、固定資
産税・都市計画税、軽自動車税、
事業所税等

◎電話による納税相談も受け付け
ます。
市役所２階収税課☎２９９８-９０７３

７月31日㈫は
◆固定資産税・都市計画税（第２期）
◆国民健康保険税（第１期）

の納期限です
▶納期内納付にご協力ください。
▶ ゆうちょ銀行・郵便局（納期限内
に限る）、コンビニエンス・ストア
でも納付できます。 

市税の夜間・休日納税窓口

住宅用火災警報器
　住宅用火災警報器（住警器）の設
置により、初期消火や避難行動が早
まり、命が助かる可能性が高くなり
ます。市内でも奏功事例が19件報告
されています。住警器は１個２千円
程度から販売されています。まだ、
設置していない方は速やかに設置し
てください。
設 置場所　▶寝室▶階段上部（寝室
が２階の場合）▶台所やリビング
（設置義務なし）

◎悪質な住警器の訪問販売の被害が
発生していますので、ご注意くださ
い。住警器に関する詳
細は市HP（「消防本部
サイト」をクリック）
をご覧ください。
問消防本部予防課
　☎２９２９‐９１２１

◆
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
補
助

補 

助
対
象
建
築
物　

昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
に
着
工
し
た
建
築
物 

◆
構
造
計
算
再
チ
ェ
ッ
ク
補
助

補 

助
対
象
建
築
物　

昭
和
56
年
６
月
１
日

以
後
に
着
工
し
た
共
同
住
宅 

我
が
家
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修

補
助
事
業 全ての住宅に設置が義務化

補
助
対
象　

共
同
住
宅
（
所
有
者
） 

補 

助
額　

構
造
計
算
再
チ
ェ
ッ
ク
に
要
し

た
費
用
の
２
分
の
１（
15
万
円
を
限
度
）

【
留
意
事
項
】

▼ 

規
模
・
構
造
に
よ
っ
て
は
対
象
と
な
ら

な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

▼ 

区
分
所
有
の
共
同
住
宅
は
、
管
理
組
合

等
で
の
決
議
が
必
要
で
す
。

◎
詳
細
は
、
HP
市

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申 

問
必
ず
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
を
行
う

前
に
市
役
所
２
階
建
築
指
導
課
☎
２
９

９
８
‐
９
１
８
０
へ
直
接

日 

７
月
28
日
㈯
①
午
前
９
時
30
分
〜
②
10

時
30
分
〜
③
11
時
30
分
〜
④
午
後
１
時

〜
⑤
２
時
〜
⑥
３
時
〜
（
相
談
時
間
は

１
時
間
以
内
）

場
市
役
所
６
階
６
０
４
会
議
室

内 

木
造
住
宅
の
簡
易
耐
震
診
断
と
補
強
方

法
等
の
相
談
、
ビ
デ
オ
上
映
な
ど

対 

象
建
築
物　

昭
和
56
年
５
月
以
前
に
、

在
来
工
法
ま
た
は
枠
組
壁
工
法
（
２ツ

ー

×バ
イ

４フ
ォ
ー

工
法
）
で
市
内
に
建
て
ら
れ
た
、
延

床
面
積
５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
平

屋
ま
た
は
２
階
建
て
の
木
造
戸
建
住
宅

定
申
し
込
み
先
着
30
人

申 

問
７
月
13
日
㈮
ま
で
に
市
役
所
２
階
建

築
指
導
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
８
０
へ

新
築
や
増
築
時
の
平
面
図
、
立
面
図
、

仕
様
書
等
を
持
参

◎
平
面
図
等
が
な
い
場
合
は
、
間
取
り
図

を
作
成
し
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
申
込
時

に
、
簡
単
な
聞
き
取
り
調
査
を
し
ま
す
。

我
が
家
の
耐
震
診
断
・
相
談
会

補助対象者 耐震診断補助額 耐震改修補助額
一戸建て住宅または兼用住宅
を所有または居住している方

耐震診断に要した費用の３分
の２（５万円を限度）

耐震改修に要した費用の23％
（30万円を限度）

木造の共同住宅または木造の
長屋を所有している方

耐震診断に要した費用の３分の
２または住戸数×２万円のどち
らか低い額（20万円を限度） 耐震改修に要した費用の23％

または住戸数×20万円のどち
らか低い額（300万円を限度）非木造の共同住宅または非木

造の長屋を所有している方
耐震診断に要した費用の３分の
２または住戸数×５万円のどち
らか低い額（100万円を限度）

特定建築物を所有している方 耐震診断に要した費用の３分
の２（100万円を限度）

耐震改修に要した費用の23％
（200万円を限度）

７月14日㈯、28日㈯
午前８時30分　
～午後０時30分

開庁する窓口
◆市役所１階市民課☎２９９８‒９０８７
◆市役所１階国保年金課
　▶☎２９９８‒９１３１（国民健康保険担当）
　▶☎２９９８‒９０９５（国民年金担当）
◎受け付けできる業務は限定されますので、
事前にお問い合わせのうえご来庁ください。

７月の
休日開庁

【情報館】●特にことわりのないものは７月２日㈪から申し込みを受け付けます。●費用等の記載がないものは無料です。

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市ＨＰ市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール
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